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1 台 kg 高濃度

2 μF 台 kg 高濃度

型式
製造年
月

型式
製造年
月

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

1 安定器 1 台 2.7 kg
高濃
度

R5.3.24
中間貯蔵・環境
安全事業(株)

2
コンデンサー
（3kg以上）

μF
PFCD-
2400

2 台 33.4 kg
高濃
度

R5.3.24
中間貯蔵・環境
安全事業(株)

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

400 二井蓄電器 PFCD-2400

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日

H15.6頃発見

定格
容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

R5.6.13400
二井蓄
電器

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり

重量×台数）

濃度
区分

新規発見

廃棄物の種類

量

2 33.4
コンデンサー
（3kg以上）

型式 製造年月製造者名

R5.5.31

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

1 2.7 H15.6頃発見 新規発見安定器













様式第一号(・ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)

(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

R今、年4月之'7a

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。の規定に基づき、令和

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

金沢市役所

令和 5年4.27
ご減第

受付

殿

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

号

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

円〒垤〒全をτ_F

全てト

番号

進力町代甕"せ

廃棄物の種類

9C01

§、CD之

コ巧"ンサ

定格
容重

ユンヲ、・),、

(31<、或

届出者

廃棄物の型式等

製造者名

豆ξ厶下

住所色孚圭恕ゞ、4逐知之

千畴進

隠霞が

電話番号

型式

随ら三き

風イ1ト,

ト10・
令4-W

製造年月

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

グク'-2タ/-2ヲ3ス

表示記号
等

倹ι6

処分予
定

年月

台数又
は

容器の
数

PF,〔'

量

電話番号

総重量
(1台当たり

爪母X台数)

濃度

区分

十S"

客器の
性状

1、千"

保管の状況

囲い等
の有無

'J}し

、、

心

分別・
混在の

別

や・ん/区

石

漏れ等
の

おそれ

今"リ

石

処理業者との
調整状況

御一

てΣL

参考事項

J
血



(日本産業規格 A列4番)



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

番号

定格
容量

廃棄物の種類

製造者名

廃棄物の型式等

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

定格
容量

番号

型式

廃棄物の型式等

製造者名

廃棄物の種類

製造年月

型式

表示記号
等

製造年
月

定格
介ヨ雪

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

台数又は
容器の数

量

台数又は
容器の数

1苧1薪r
製造年

型式
月

量

総重量
;(1台当たり
爪量X台数)

総重量
0台当たり

爪蚤X台数)

参考事項

濃度
区分

濃度
区分

保管開始
年月日

保管終了
年月日

台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たり

m最X台数)

保管終了
理由

保管開始
理由

濃度

区分

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

自ら処分した場合

処分
年月日

参考事項

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託
年月日

処分を委託した場合

参老事項

処分受託者の
名称

処分
年月日



2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

番号

(第3面)

定格
容室

製品の種類

製造者名

製品の型式等

型式

定格
容量

製造年月

製造者名

製品の型式等

表示記号
等

獣1

廃棄予定
年月

廃棄の見込み

製造年月

電話番号

処分業者との
闘整状況

表示記号
等

台数又は
容器の数

台数又は
容器の数

総重量
a台当たり

重凰X台数)

量

総重量
Q台当たり

爪量X台数)

所有開始
年月日

濃度
区分

所有開始
場所

参考事項

所有開始
理由 参考事項

量



(第4面)

③前年皮中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備考

定格
容厘

1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3.「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4.「番号」の棚には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊1:28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5,「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、モの名称を具体的に記入すること。

6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格客量」、「製造者名」、 1型式」、「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(価1:不燃性油)。

フ.「処分予定年月」の棚には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の
数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器にっいては、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の欄には、「高濃皮」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフエニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11,「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の棚のうち、「容器の性状」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
(伊上「ドラム缶」、「なし」)。

13.「保管の状況」の棚のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及ぴ保管に係る掲示板の有無を記入する
」と。

14.「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15,「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造年月
表示記号

如r

台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たり

重母X台数)

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地 参考事項



「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及ぴ高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する16

こと。低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(伊上「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、印C"濃度△鴫/k剖、17

「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品にっいて、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18.「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。20

21.「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22.「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品にっいては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第加条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第]項第18号に規定する電気t作物である高濃度ボリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25.「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては
記載しなくて構わない。

26,この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分にっいての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すぺき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

(第5面)



PJ ■』 ■I

様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者湘）

令和‘年色月14日
金沢市長 殿

~一

一~

一

、

届出者

住所石川県金沢市東力4丁目134

中元裕
氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏箔）
電話番号 076-291-5367

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

I
イ

ノ

ポリ塩化ビフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条肛

の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ピフェニル廃棄物について

’保管事業場の名称

’保管事業場の所在地

’ |電話番号電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

｜ 量 ｜ ’ ’廃棄物の型式等 保管の状況
処分予

定

年月

台数又

は

容器の

数

濃度

区分
処理業者との

調整状況
漏れ等
の

おそれ

分別・

混在の

別

番号 廃棄物の種類 総箪最
（1台当たり

腫邑x台数）

参考事項定格

容量
表示記号

等

容器の

性状
等
無

い
有

囲
の製造者名 型式 製造年月

ﾛ■■■■■■■■■■■■■

■
■

１
１■’ ’ ’ ’



(日本産業規格A列4番）

1 年 己

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等
皇
星

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり

重量×台数）

参考事項定格
容量

表示記号
等

台数又は

容器の数
製造者名’ 型式 製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

総重量
（1台当た

り

重量×台

廃棄物の種類番号 参考事項定格
容量

製造年
月

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度

区分
総重量
（1台当た

り

重量×台

番号 廃棄物の種類 参考事項定格
容量

製造年
月

処分
年月日

処分
年月日

表示記号
等

台数又は
容器の数

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

製造者名 型式

該当なし



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

所在事業場の名称 中元ビル

所在事業場の所在地 〒920-0997石川県金沢市竪町8番地

’
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
事業主中元裕 電話番号 076-291-5615

’所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
皇
皇

濃度
区分

製品の種類番号 参考事項総重量
（1台当たり

麓量×台数）

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

表示記号
等

台数又は
容器の数

製造者名 型式 製造年月

5' %vA|鰯§変圧器（トランス） 未定 低濃度台 7. 1mg/k930-001 TCF-POO 1975 1 370 kg

| ~一一ー’

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

製品の種類番号 参考事項総重量
（1台当たり

重量×台数）

定格

容量
台数又は

容器の数
表示記号
等

製造者名｜ 型式 ｜製造年月

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり

蹴量×台数〉

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式 ｜製造年月製造者名

該当なし

1． この届出書は、ポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4~ 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。
7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ピフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
12 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



~

(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ピ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26~ この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
中高金支金保第弱4号

令和 5年6月27日

' ,

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に基づき、令和 4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

殿

金沢市役所
令和 5年6,27

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前午度の3月討日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

中日本高速道路株式会社金沢支社金沢保全・サービスセンター

石川県金沢市神野町東170

番号

石川県金沢市田中町は郭-1

廃棄物の種類

3-001

4-001

その他
(塗膜くず)

定格
容量

届出者
住

その他

(塗膜くず)

施設担当課係長鷲見海王

連

廃棄物の型式等

製造者名

【高速自動車国道北陸自動車道金沢高架橋下】

型式製造年月表示記方

金沢保全立サー"点鳥f'
電話番号076-249・剖11 亟¥昂ミ武でき'! 1斗ξ斥十二・

所 石川県金沢市神野町東170

P冊濃度
0.60ⅢE/kg

台数又
は

容器の
数

量

^ー^

総重量
(1台当たり

爪量X台数)

電話番号

缶

濃度
区分

討

26.2

俳6-249-8111

缶 43幻.0 蛇

蛇

容器の

性状

低濃度

保管の状況

低濃度

囲い等

の有無

ペール

缶 1

分別・

混在の

別

ドラム 1

囲い

示有

缶 1
PC"濃度
1.卯叫/蚫

漏れ等
の

おそれ

分別

処理業者との
調整状況

分別

なし

なし

参考事項

掲
有

)し囲
有
示

付
第
受

減ご

予分
定
月

処
年



4-002

その他

(塗装工事用
資機材)

4-003

4-004

その他
(塗膜くず)

その他
(塗装工事用
資機材)

4-005

4-006

その他
(塗膜く司う

,

その他

(塗装工事用
資機材)

-1抑・0 ・
"ー'.0 "
・0 ・1・・0 ・

低濃度

19

低濃度

缶 1819. o kg

U

低濃度

缶 2406.o kg

低濃度

尋

分別

低濃度

冒

ドラム

缶

分別

なし

囲い
有、掲
示有

ドラム

缶

分別

なし

囲い

有、掲
示有

分別

なし

防護服・

フィル
ター等

分別

なし

PCB濃度
0.60叫/kg

なし

防護服・
フイル
ター等

旧本産業規格 A列4番)

PCB濃度
1.70叫/kg

防護服・

フイル

ター等

掲

有

、し囲
、
示

'
『

い
掲
有

囲
、
示

ムラ
缶

ド

い
掲
有

囲
、
示

ムラ
缶

ド

ムラ
缶

ド



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

4-001

.

4-002

その他
(塗膜くず)

,

その他
(塗装工事用資機

材)

4-0脇

定格
谷量

4-004

その他
(塗膜くず)

その他
(塗装工事用資機

材)

4-005

製造者名

廃棄物の型式等

参考事項

4-006

その他
睦膜くず)

その他
(塗装工事用資機

材)

型式

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

難朝 1新翫

番号 廃棄物の種類

台数又は
容器の数

【該当無し】

量

定格
谷里

・ト・・・0 ・21

総重量
(1台当たり

重量X台数)

廃棄物の型式等

製造者名

郭

里

濃度

区分

缶 3,101.o kg

如

型式

保管開始

年月日

低濃度

缶

30

製造年
月

フ,316. o kg

缶

低濃度

W

R4.9.6

R4.9.28

表示記丹
等

1,745, o kg

缶

低濃度

U

保管開始
理由

R4.9.6

R4.9.器

1,819. o kg

台数又は
容器の数

低濃度

缶

量

R4,8,30
R4,9,12

R4.9.30

工事により発生

2,406. o kg

総重量
a台当たり

凪量χ台数)

低濃度

R4.8.30

R4.9.12

R4.9,30

工事により発生

参老事項

低濃度

濃度

区分

R4.11.8

R4.12.2

工事により発生

PCB濃度
1.40昭/kg

R4.11.8

R4,12,2

R412.9

保管終了
年月日

工事により発生

防護服・フィ
ルター等

工事により発生

保管終了
理由

PCB濃度
0.60叫/蚫

工事により発生

防護服・フィ
ルター等

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

P促濃度
1,70mg/'kg

防護服・フィ
ルター等



④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

,

【該当無し】

,

定格

容量 鄭松1 獣
廃棄物の型式等

表示記号
等

台数又は
容器の数

量

総重量
n台当たり

Ⅲ量X台数)

濃度
区分

自ら処分した場合

処分後の廃棄物の
種類及ぴ処分先

,

処分委託
年月日

処分を委託した場合

処分受託者の
名称

処分
年月日

参考事項処
月

年造
月

製



2 ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

,

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

【該当無し】

番号

定格
宅卜亙

(第3面)

製品の種類

難都1 獄
製品の型式等

【該当無し】

定格
谷璽

製造年月

製造者名

製品の型式等

表示記号

等

型式

廃棄予定
年月

廃棄の見込み

製造年月

電話番号

表示記号

等

処分業者との
調整状況

台数又は
客器の数

量

台数又は
容器の数

総重量
a台当たり

重量X台数)

量

総重量
(1台当たり

重呈X台数)

所有開始

年月日

濃度
区分

所有開始
場所

参考事項

所有開始
理由

参考事項



(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

.

【該当無し】

備考

定格
容亘

1,この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2.届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3、.「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフエニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4.「番号」の桐には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊上 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の棚には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること(伊上不燃性油)。

フ.「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8.「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては保管している容器の

数(缶数等)を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握する
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入すること。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の網には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビワエニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11.「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12.「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

(伊1:「ドラム缶」、「なし」)。

13.「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14.「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15,「保管の状況」の欄のうち、,「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぽれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当たり

重貴X台数)

所有終了
年月日

所有終了
理由

匂

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参老事項



(第5面)

「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する16

こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

「参考事項」の相には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること師上「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、 rP促濃度△鴫/k剖、17

「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18.「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19.「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20.「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した旧を記入すること。

21.「処分後の廃棄物の種類及ぴ処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及ぴ処分先を記入すること。

「①前年度の3月31日に使用していたボリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用22

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23.「高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25.「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大ききの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業靡棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
るごと。

27.その他環境大臣が定める書類及ぴ都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

'
,



工事名

受注者

北陸自動車道金沢高架橋他1橋塗替塗装工
事

発生橋梁

番号

株式会社佐野塗工店

搬入日

2022.09.05

2 2022.09.28

3

塗膜くずω

低濃度PCB保管管理表(保管場所:金沢高架橋下P54~P58間)

4

伏見川第二橋

番号4-001

5

6

缶数

3.614

7

保管場所⑤

0.767

8

資機材等(t)

9

17

番号4-002

工事名

10

11

4

受注者

12

缶数

0.548

北陸自動車道梯川橋塗替塗装工事

13

発生橋梁

2.553

14

番号

株式会社

15

8

45

16

搬入日

17

20220830

内田商会

18

2 2022.09.12

19

3

塗膜くずω

2022.09.30

20

4

番号4-003

上り梯川橋

5

6

・十

缶数

合計

2351

7

容器荷姿

保管場所③

2415

8

資機材等ω

2.549

9

15

番号4-004

工事名

10

12

Ⅱ

4381

13

受注者

12

缶数

北陸自動車道(特定更新等)加賀IC~片山津
IC間床版取替工事(その1)

0.132

200Ωオープンヘッドドラム缶

13

塗膜くず

発生橋梁

0.155

21

14

番号

資機材等

株式会社ピーエス三菱・株式会
社安部日鋼工業゛V

1.458

15

3

16

合計

3

搬入日

3.101

全体数量

17

24

フ.482

2022.11.08

18

2 2022.12.02

13.5176

19

3

53

塗膜くず(t)

2022.12.09

20

4

74

番号4-005

上り鴨池橋

フ.252

5

20,7696

6

計

t

缶数

合計

1.252

7

容器荷姿

保管場所①

0.567

8

資機材等ω

t

9

16

業務名

10

82

0

号4-006

125

11

3

7315

缶

U 至金沢西IC

受注者

12

0

缶数

207

金沢支社管内道路保全管理業務(梧梁塗膜
成分分析)

缶

20仭オープンヘッドドラム缶

0.29

13

発生橋梁

1.317

缶

40

14

番号

中日本ハイウェイ・エンジニアリ
ング名古屋株式会社

0.799

15

3

16

21

搬入日

上り大聖寺川橋・梯川橋、上下田尻川橋

1.745

17

18

9.060

18

2

2022.38

19

U

3

30

11'ー】

塗膜くず①

20

4

70

1 /

5

1 1,

6

き十

0.0026

、ヨ

缶数

合計

1 11

7

容器荷姿

U

保管場所⑤

8

資機材等ω

e^-9

9

に}ー

10

2

宮
石キ

■

11

J

1819

B

占

12

缶数

^^

■」ー"ン"..J.
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13
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.

■

^^

19

1 1

14
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18

^
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^
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、§E ゛
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^
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.
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^
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保管場所⑤

保呂

受注

発生橋梁

保管廃棄物2

の種類

伏見川第二橋

番号

4-001

のチ

その他(塗膜くず)

野ゞ工占
;向果 同

4-002

その他(塗父
防護服・フィルター等

工事用資機材)
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保管場所③

呆昌

受注

発生橋梁

保管廃棄物2

番号
の種類

上り梯川橋

番号

4-003

のネ

その他(塗膜くず)

内田
川

4-004

^

その他(塗H
防護服・フィルター等

工

工事用資機材)
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保管場所①

呆昌廃

受注者

発生橋梁

保管廃棄物2

の種類

式会社ヒーエス三

上り鴨池橋

番号

4-005

の種類

その他(塗膜くず)

4-006

その他(塗膜くず)
防護服・フィルター等

式=社。日鋼工 dv
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保管場所⑤

呆目

受注
発生橋梁

の種類

中日ハイウェイ・エンジニアリンク名屋式=士
上り大聖寺川橋・梯川橋、上下田尻川橋

3-001
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低濃度PCB保管場所

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

保管の場所

.

中日本高速道路株式会社金沢支社金沢保全・サービスセンター

竃P・

城北市民ニスコート

石川県金沢市神野町真170番地

石川県金沢市田中町は57-1

Φ

八

網畷納"
,・＼
/'

【E8北陸道金沢高架橋下】

/

ゴ

4

置場入口写真

.0

.

＼
1

〆〆

,

西之串'詔

.

、

旺'

1 1'

、
田中八

佃回

田中二

61

F

"

、」

棚憎理産業廃棄物
加嘘化ビフェニル炉C8)汚鞠

保管場所こっ調係者畍磁入を禁止
する

髄者中B本高速道麟
金沢保全・サービスセンター

特鼎髄鰈島熟
鷲見海王

管耀賣任者

i遜先,衛・t約・脚1(憾)

車
イ
ン

y
凱助

払
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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用）

極年ク月z/H
′

~ ~ ・異動 巧川県金沢市間明町2丁目273番地

所 肖郡苧趨÷’ 71 ~ 有限会牡中元building

~ ~ ・異動

費i繋争麺÷’ 71

金沢市長 殿

！〔誰輔i噸鍜

(法人にあっては、

金沢市役所 届出者
住所

氏名

電話番号

柳5年724

穿免将雄汽一代表双締役
名称及び代表者の氏毒要1イノ

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む｡ )
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

１
１

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

日

日

Ⅱ

日

日

，

■

酉

１

１

１

Ｉ

１

ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

|中元ピ'し
|念順不雲田浦一’

I保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’縞)FW5b,j､i lclt特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 ocIO-776ツー〃〃番号

’
P

』

保管の場所

①前年度の3月3旧に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

I
＝p

ー’ l 量廃棄物の型式等 ’

’
処分予

定
年月

~

台数又
は

容器の
数

濃度
区分 零|処溌誌の番号 廃棄物の種類 総重量

（1台助たり

望、x台馳

一一一

蕊製適者名 型式製造年月表零号
参考事項容器の

剖生状一 混在の’ の
の有無

別 ｜おそれ一

－

一一＝
’

I

■し ’
I

ロ
■
■
■
■
■
■
Ｆ
厚
士
■
■
■
甲

’ ’’I I ’I一

旧本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物
、昼

皐 一一一一一一一一
●

参考事項

廃棄物の型式等
一一保管開昭一一一

●

~

欝一
濃度

鑿|…| “式 ｜製脚喧謹皇謬異l鵜一
廃棄物の種類番号 理由一医分一

’’
一一一一一一一一

一一一一
》

~~

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

｜
~濃度’
~ ~区分雲全

一斗

参考事項

廃棄物の型式等 量

童謡鑿鏡顎蜑濡毒害保管終了

竺臺壼到
１
１

団
到
］

~
~
差重量~
（1台当たり

塁壁堂幽』

番号 廃棄物の種類 定格
容量 …名|型式|製言年|表雪号

台数又
容器の 一樺且旦一

一’ ’
1
Ⅱ

I ’－一一一一一一一字一
一

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

’｜ 量 ’ 自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等
濃度’

q■

区分 処分委託処分受託者の
年月日 名弥降雪籍|蘂式|雫寧|壼奮、

参考事項総重量
(1台当たり
皿吐×台画

処分
年月日

番号 廃棄物の種類 処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

定狢
容量

台数又は
容号の致

20辿

12，22

値
嬉
樗 鵬灘

”22

12,7,,法|蝋州叫繍蛎亨礒） |合'3,Skj
/ロー

⑥亨隣） 州,靴| ,職｡師
44訪一

30k |台'14蛸 /γ 〃 え／

11I I l l ll

州…才Pc職㈱

U！1 ジ

| ~ ~ ~ ’
！
へ

､



(第3面）

2．ボリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地 一一一一一一一一一

|電話番号’電話番号I ポリ圃ヒビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名一_一一一一一

|_』理場酔一'一
①前年度の3月3旧に使用していたポリ凋ヒビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄予定
典月一

’一

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ耐ヒビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

二二二二二＝＝＝

番号 ’
製品の型式等 量

r噸薦所有開始
一年月一日一

一駈存開始一一
場所 ．’

製品の種類

蕊蕊嚥尋
参考事項定格

容量 製遥譽名| 型式 |製緋鳳｣室重量
二

’一｜ 一
一_一

へ

番号 製品の種類

一口

製品の型式等

定格
容量

■一一一一一一一

製造者名

一

型式 製造年月
表示記号
等
一

廃棄の見込み

』繕議の一

量

吉薮叉匠
容器の数

-蟇壹臺
（1台当たり
諏且×合數｝

一

箙
剛

一

参考事項

一



． （第4面）
｡

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ボリ劇ヒビフェニル使用製品

一一一一一一一一
製品の型式等 量

郷先の所在の場所亜流菫棄暑
又は事業場の名称及び所在地

~所有終了

典月一日-－興蕊L 参考事項

僅鶏
台致又は
容暑の致
一

製品の種類番号

蕊|璽遷書籍| 製弐|難年月|塞雪室 色 ■ ■

1
1

一一
~
~
~
~
~
１
，

一

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30．日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3－ 「保管事業場の名和及び「保管事業場の所在地jの欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名弥j及び
「所在事業場の所在地」の闇には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号」の偏には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一』を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例？28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
5．嶢棄物の種類」及び「製品の種類」の桶には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等j及び嘆品の型式等」の闇には、変圧器（トランス）等の銘阪に記載されている「定格容量j、 「製造者名｣、 「型式lm 「製造年月j及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名蒋を具体的に記入すること（例＆不燃性油） 。
7． 「処分予定年月」の桐にば、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を認入すること。低濃度ポリ塩化ピフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 『量jの桐のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気賎筈については台数（個詞を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個罰を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量jの桐のうち、 「総重量」の榎には、ボリ塩化ビフェニルを使用する電気磯器についてば、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記義すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記蔵すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高澄度j， 「低濃度j又は『不明jのうち該当するものを記入すること。なお、 「高這度jとは高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ堤化ビフェニル廃棄物以外のボリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のボリ寝化ビフェニル使用製品の略称である。

11. 「保管の状況jとして、新たにボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の稲のうち、 f容器の性状」の柵にば、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容篝の有無、容器がある塔合にはその種類を具体的に浸入すること
（例： 『ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 『囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14．牒管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別jの掴には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち， 『漏れ等のおそれ』の梱には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考
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分析結果報
出
口
垂
冒

No.P5700029

令和4年10月11日中元ピル 様
－

試料の区分

試料名

ﾄランス

変圧器(型式:SNF-POO)

中元ビル
計量証明事業登録石川県第1号(濃度）

採取場所 株式会 分析センター

小坂町中18番地4〒920－08
－

採取年月日

採取時間

令和4年9月29日

10時00分

株式会社

〒923-12

TELO07

ンター事業本部

川北町三反田273－

収集

一般財団法人北陸電気保安協会

採取の区分

~~採取者

6-277-3733

分析担当者

FAXO7

島村Ⅱ

特記事項 －－

’

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

◆対象機器

一

定

一

総

一

|松下電器産業株式会社造 者
一
式
一
年

SNF-POO

1988年

44350850

造
一
鰡
一
州
一
重

ロ
言

’
１
１~

量
二
量

30kVA
－

145kg

受電電圧

総油 量

6600V
－

33L

◆結果

結果
(mg/kg)

判定基準
(mg/kg)

検出下限値
(mg/kg)

分析項目

ポリ塩化ビフェニル 0.15未満 0.5以下 0．15

－

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物課）
分析方法

【備考】

PCB濃度が処理の判定基準(0.5mg/kg)以下であるときは､PCB廃棄物に該当しない。
（平成17年12月19日環廃産発第051219001号）

※収集｡持込み試料の場合､試料名他採取情報は､ご依頼者のお申し出により､記入しました。



。

分析結果報告書

No.P5700030

令和4年10月11日中元ピル 様
i
‐

~

試料の区分

試料名

トランス

変圧器(型式:SNF-LOO)

中元ピル
計量証明事業登録石川県第1号(濃度）~

採取場所
着分析センター

行小坂町中18番地4

Ｊ

●

０

口

■

■

Ｇ

ｑ

ｑ

１

１

．

１

１

１

１

１

１

１

－

ご

〃

ｆ

一

採取年月日

採取時間

令和4年9月29日

10時00分

収集

一般財団法人北陸電気保安協会

センター事業本部

冊川北町三反田273

原一軍の医秀 TELO76-277-3733FAXO76-2ZF=al39

鶴，分析担当者島村採取者

特記事項

I

~

貴依頼による絶縁油中のPCB含有量分析に係る結果を次の通り報告します。

◆対象機器
■

『

マ

画

国

耶

″

唖 ｜製~~暹

I型| ~製造
［製造番
’ 定格容

'－｢聰~童

| 松下電器産業株式芸狂者
一
式
一
年

SNF-LOO

1975年

41811104

』

ロ
言
一
旦
旱
一
旦
皇

｜ 受電電圧

｜ 総油量~
75kVA
-

395kg

6600V
－

125L

１
１

~

◆結果
一

結果
(mg/kg)

判定基準
(mg/kg)

検出下限値
(mg/kg)

分析項目
－

ポリ塩化ピフェニル

分析方法

6.1 0.5以下 0．15

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2

(平成23年5月環境省廃棄物･リサイクル対策部産業廃棄物課）

【備考】

PCB濃度が処理の判定基準(0.5mg/kg)を超えたときは､PCB廃棄物として適正に保管等の処理並びに届出を行う。
(平成16年2月17日環廃産発第040217005号）

’
※収集．持込み試料の場合､試料名他採取情報は､ご依頼者のお申し出により､記入しました。
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宥川県金沢市間明駒ZT圏27獺 ~ ~

名称 ~ ~ II. II¥､'
単発ピル~馴賭錘）睦臘根〆テナントピル
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ｵレIド

(第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

様式第一号（一）

令和 年 月 日
金沢市長 殿

届出者

住所 有限会社中山商事中山歯科医院

氏名 中山商事
代表取締役中山俊江

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-222-3427

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第1
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

）

’保管事業場の名称 有限会社中山商事中山歯科医院
保管事業場の所在地 石川県金沢市尾張町1丁目10－13

’ ｜ 電話番号 ’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 中山俊江 076-222-3427

’保管の場所 一階電気室

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 保管の状況量

処分予定

年月

濃度

区分

処分業者との

調整状況
台数又は総重量

（1台当たり

容器の数重量x台数）

廃棄物の種類 参考事項番号

麓雌都
容器の囲い等分別・

性状 の有無混在の別

漏れ等の

おそれ
型式製造年月表示記号等

~~~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

膿度

区分

保管開始

年月日

保管開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項廃棄物の種類 台数又は

容器の数

番号

鑿i製造者名｜ 型式 ｜製造年月|赫記鶚
東京芝浦電：、両々~…ﾊ戸, ， I向』八岸,の口
気株弐癸涯~『r･ﾛｰ。ﾛr…豆可壺ロー可~ｺｰﾌｺ！

低溌度電好変圧器 24ユ136K¥hー5雨6］ 壺毎函_n曲Ih壷へ』 ハ
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③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

濃度

区分

保管終了

年月日

保管終了

理由
参考事項総重量

（1台当たり

重量x台数）

番号 廃棄物の種類

篭|雌都:型式|製造年月|赫諦等Z

I

台数又は

容器の数
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

自ら処分した場合 処分を委託した場合廃棄物の型式等 量

濃度

区分
総重量
（1台当たり

雷儲x台数）

参考事項廃棄物の種類番号

蕊I製造者名i型式i製造年月|訴記群
台数又は

容器の数
処分i処分後の廃棄物の
年月日｜種類及び処分先

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

処分
年月日
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2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について

有限農吐中山壷亭中山寵淵産院

か,晶昼_火fﾌﾏ承､龍町工丁目/0-/3
所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名 籾,壷争代麦取締股鈎山俊江 '76-22ユーヨ似-7

一階種気豆所在の場所
0－

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

廃棄の見込み 量製品の型式等
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濃度

区分
総重量
(1台当たり重

撒x台数）

参考事項処分業者との

調整状況

台数又は

個数

廃棄予定

年月

製品の種類番号

蕊i製造者名 型式 ｜製造年月I表示記号等

〃麓、
上弾,鼎／牌蝋腱i侭’3cM 低混真穀1，交瑞 焼蜂鯛F(7DI ／ ｜z| ‘7

ー
一ー

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く~・以下同じ。 ）

皇
堅製品の型式等

所有開始

年月日

所有開始

場所

所有開始

理由
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項製品の種類 台数又は

容器の数

番号

襄鶯 :製造者名｜ 型式 |製造年月|赫記譜I ，

守

り

Ｂ

守

争

■

Ｔ

Ｐ

Ｆ

Ｐ

Ｆ

■

■

守

凸

？

■

ｐ

■

凸

●

■

凸

。

■

●

。

●

。

■

■

■

■

凸

●

甲

■

■

■

凸

与

■

■

写

■

■

■

●

■

●

●

■

●

、

■

●

ｐ

Ｅ

一

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｑ

■

■

■

■

■

耳

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

ｐ

■

”

■

Ｂ

Ｉ

８

Ｕ

■

ｐ

Ｐ

●

Ｆ

ｅ

ｐ

ｐ

守

■

Ｂ

■

Ｂ

寺

畢

や

守

り

●

●

や

む

●

凸

■

■

ひ

け

■

Ｂ

■

■

Ｐ

、

●

ザ

。

Ｂ

■

巳

。

、

Ｐ

Ｇ

行

。

●

寺

畢

■

●

●

。

◆

且

■

■

■

■

凸

■

■

■

■

■

●

凸

■

■

凸

■

■

凸

ワ

■

■

■

■

■

Ｂ

■

ｐ

■

巳

■

一



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等 量

所有終了

理由

移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日
参考事項製品の種類 総重量

(1台当たり重

量x台数）

番号

襄鬘 |製造洲型式 |製造年月|訴記鶚
台数又は

容器の数

1~~ この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ピフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記栽すること。

10. 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフヱニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

備考



心 ■

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。
13~ 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14~ 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ピフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記戦しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の柵には、ポリ塩化ピフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



第P-0801036304R-1号
生
ロ

聿
冒試験結果報

2022年8月4日

有限会社中山商事中山歯科医院様

2022年8月1日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録負

株式会社日本環境ｱｾ｜
愛知県名古屋市守山区下志段味横堤｜
TEL:052-736-4111 FAX:052-731

鑿
一

＆

分析所長小渡由露
受付区分：送付

｜低濃度P(
｜絶縁油

試 験 の

試料情報

低濃度PCB分析件 名

試験の対象

結 果
試験方法

PCB (mg/kg)

平成23年5月
環境省
大臣官房廃棄物･リサイクル
対策部産業廃棄物課

試料No.

製造社名

製品名

形式

製造番号

製造年月

容量

電圧

総重量

,油量

l

東京芝浦電気株式会社

変圧器

PS6-6DP30E11

65622952

昭和40年12月

30kVA

6600/105-210V

217kg

54L

2022年7月28日

石川県金沢市尾張町1丁目10-13

一般財団法人北陸電気保安協会

金沢地区本部金沢東サテライ

絶縁油中の微量PCBに関する
簡易測定法マニュアル
第3版2.1~ 1

~~

~~

「高濃度硫酸処理/シリカゲ
ルカラム分画/キャピラリー
ガスクロマトグラフ/電子捕
獲型検出器(GC/ECD)法」24

採取年月日
~

採取場所

試料採取者

~

ﾄオフイス

~~~

備 考

･当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、

絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ピフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを

超えているのでPCB汚染物に該当します。

･5000mg/k9以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。

※分析法検出下限値(ⅧL） ：0.15mg/k9

低濃度

PCB
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